
売却（案） 新契約（案）
（新拙 ・支援 の創設）

資産持ち株会社（ＳＰＣ）
の創設（案） 購入（案）

・ を 価で売却
 （公社の分収割合（60％）で売却）
・ 売却に い、 分収 契約解除

・ 分収 契約解除
・公社・土地所有者・ 合等 間 体の拻 ・整備契約の
締結
・公社及び土地所有者は収益受益者
 公社 60%→50%
 土地所有者40%→40%又は30%
  合等0%→10%又は20%
・ 拻 ・整備の実 体は 合等

・ 分収 契約解除
・県及び 合等 間 体の出資による（ＳＰＣ）の設
・ＳＰＣ出資の 間 業 体に拻 ・整備を （ 権
の譲渡）

・土地所有者の受益権（40％）と 所有権を 価購入
・ 分収 契約解除
・購入資 は県の 付
・購入後の分収 は （県 財産）として整備
・整備 等は県からの 額拙
・既 の分収 とは 会 として拻
・整備事業は雇用対策の位置づけを明確化する。

項 目

内 容

資　料

1

・ 拻 ・整備の実 体は 合等
・公社と同等の 整備拙 の創設（公社支援同等の拙

85％）
・契約解除による有 負 の償 と償 に係る将来 負担の
軽減
・将来の材価 のリスクを回
・ 後の 拻 が 要
・ 後の土地所有者の対応が 要

・契約解除による有 負 の償 と償 に係る将来 負担の
軽減
・ 間 間 の拗入による収益 上が
・ 後の 拻 が 要
・ 後の土地所有者の対応が 要

・契約解除による有 負 の償 と償 に係る将来 負担の
軽減
・ 間 間 の拗入による収益 上が
・ 後の 拻 が 要
・ 後の土地所有者の対応が 要
・伐採後の新稙
・ 伐 の公売能 への

・契約解除による有 負 の償 と償 に係る将来 負担の
軽減
・ 後の土地所有者の対応が 要
・ として していくことによる公益的機能の 持・ 上

・土地所有者の購入意志の有無
・ 価売却（無償譲渡を ）による将来負担 額の増大
・将来の材価上昇、集材状況等の変化による収益増加の可能性放
棄
・拻 が 分に出来ない事による の れ
・ 価売却及び無償譲渡を う 合の県 解

・契約解除と新契約に係る土地所有者との同意等
・ 拻 の受け となる事業体の確
・県の の 拙 （ ％）の支援

・土地所有者のSPCへの土地所有権移転及び地上権の出資につい
ての同意
・会社 産 は権 が拔拽
・ 拻 の受け となる事業体の確
・ の 拻 確 が必要

・土地及び土地所有者の分収益（ 割）購入による将来負担
額の増大
・購入し の拻 ・整備 用の発 による将来負担 額の
増大
・購入に係る県の財政支援

▲ 15,299,511 ▲ 13,294,124 ▲ 13,483,926 ▲ 18,084,087将来負担 額（ ）

メリット

デメリット・課題

▲ 15,299,511 ▲ 13,294,124 ▲ 13,483,926 ▲ 18,084,087

1,352,180 3,357,567 3,167,765 ▲ 1,432,396

有 負 の ◎ ◎ ◎ ◎
後の公社の拻 ◎ ◎ ◎ ▲

既往投資額の回収 ▲ ○ ○ ○
材の有 な 売 ○ ◎ ◎ ○
土地所有者の 解 ▲ ▲ ▲ ○
新契約等の事務負担 ○ ▲ ▲ ○
将来の 拻 ▲ ○ ○ ○
伐採後の拻 ▲ ○ ◎ ◎

・Eランクなら無償譲渡も可能ではないか。Eに近いDランクにつ
いても検討可能

・拙 85%が されることが となる
・土地所有者の意 を くことが必要

・土地所有者の意 を くことが必要
・土地所有者の 解が しい う。説明に 間がかかるのでは

・将来負担の軽減策を検討中

収支 拒額との 額（ ）
将来負担 額（ ）

分
析

県 負担

土地所有者対応

公益的機能の発揮

いても検討可能 ・土地所有者の意 を くことが必要
・受け は大 か、 される 合等の意 を くことが
必要

・土地所有者の 解が しい う。説明に 間がかかるのでは
ないか
・ 回の説明では、 明な が く、 回明らかにする必要があ
る
・資産評価をどこがするのか。第3者が評価をすると、評価のコ
ストがかかる

・分析は、現状より改善されるもの◎、現状○、現状より悪化するもの▲の３段階。
・単純な相対分析であり、分析に重み付けがなく、絶対的なものではない。

からの意 ・ 会の大 は分 案であるが、分 案を すこともありうる
・ , ランクも 者は分 を てはどうか
・案はあるが具体的にやれるのか
・土地所有者の意 が り いが、 ば 事会を て へ土地所有者としての意 を確 してはどうか
・分収 契約者にも や にかかる 負担を てもよいのではないか
・土地所有者への説明がポイント。その手間をどうするのか
・新契約案及びSPCの収支が正しければ収支が改善されるが実現は可能か
・土地所有者 からみ メリット・デメリットの整 が必要ではないか。

・単純な相対分析であり、分析に重み付けがなく、絶対的なものではない。


